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茨城県災害時における透析医療に関する検討会議 

 

茨城県内の透析医療機関における災害時の対応【第 1版】 

 

－自然災害－ 

 

< 被災直後の活動＞ 
 

１ 透析医療機関  

（１）患者等の安全確認 

① 必要時、院内災害対策本部を立ち上げ、責任者及び指揮命令系統を確認する。 

（平時から指揮命令系統、職員の連絡方法、参集方法、役割分担等を決めておく。） 

② 自医療機関の被災状況の点検と同時に患者・職員の安全確認を行う。周辺の被

害状況や自治体等からの災害情報を積極的に収集する。 

（２）建物・設備等の点検 

① 被災状況（特に電気、水、燃料等）等様々な情報を十分に収集し整理した上で、

透析可否の判断を行う。 

 （３）被害情報の収集・伝達 

① 被災状況をＥＭＩＳ及び日本透析医会災害時情報ネットワークに入力する。イ

ンターネットのみに頼らず、電話、携帯電話、防災無線、ＦＡＸ等、その時使用

可能な通信手段を活用する。 

② 電気、水道、ガス等のライフラインの供給停止あるいは著しい供給低下が発生

した場合は、ＥＭＩＳ及び日本透析医会災害時情報ネットワークに入力し、入力

できない場合は保健所へ報告する。また、水の不足に関しては、市町村水道担当

課に供給を依頼する。 

（４）透析可否の判断 

① 透析可能な場合には、出勤している職員で分担し、通院患者の安全確認及び透

析日程の調整等迅速に連絡を行う（平時において、患者等と災害時の連絡方法を

確認しておく）。 

また、患者が集中する可能性を想定し、自医療機関の透析対応能力を検討しな

がら、受入れや紹介等の対応をする。 

 （５）透析が困難時の対応 

① 透析が困難な場合は、地域の災害透析基幹病院に連絡し、支援を依頼する。 

② 災害透析基幹病院も被災し連絡が取れない場合は、茨城透析医災害対策連絡協

議会へ連絡する。 

 ③ 患者に対し、受入れ可能な透析医療機関の紹介等必要な指示を行う。 



２ 茨城透析医災害対策連絡協議会 

（１）被災状況の把握 

① 日本透析医会災害時情報ネットワーク及び県内の災害透析基幹病院から、透析

医療機関の被災状況について情報収集を行う。 

② 県健康推進課、厚生労働省健康局がん・疾病対策課、日本透析医会災害時情報

ネットワーク間で密に情報交換を行い、他の医療機関への通院あるいは入院が必

要な透析患者について、受入れ可能な医療機関の調整を行う。 

③ 人的支援の必要な透析医療機関に対する調整等を行う。 

 

 

 

〈災害時の透析医療機関対応フロー〉 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 日本透析医会災害時情報ネットワークとは、 

日本透析医会が運営。震度 6 弱以上の地震と、国または地方公共団体により災害救助法が適用されるよう 

な、広範囲にわたる構造物の損壊・焼失・浸水・流失、交通網の遮断などの被害が発生した場合に活動を開 

始。このネットワークにより、県内全ての透析医療機関は入力及び情報収集が可能。 

 

 

 

 

 

 

 

  

保健政策課 

②患者病状把握・受入調整 

健康推進課 

都道府県等 

人工透析 

医療機関 

（県内） 

県災害対策本部 

薬務課 

市町村消防 

市町村水道担当課 災害透析基幹病院 

 

 

 

茨城透析医災害対策 

連絡協議会 

日本透析医会災害時情報 

ネットワーク(※) 

保健福祉部 保健所 

人工透析 
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③報告・調整依頼 
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支援依頼 ⑤報告・指示 

⑨支援依頼 

（患者移送依頼） 

（医薬品又は医療機器の供給） 

（DMAT 要請，電気・医療ガスの供給依頼） 

（患者の移送） 

（患者の移送） 

（水の確保・供給） 

EMIS 及び日本透析医会災害

時情報ネットワーク(※)に入力 

・災害状況，復旧状況 

・入院外来患者受入れ状況 

・水の不足の有無 

・透析液等医薬品，医療機器等の

不足状況等 
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＜ 平時の備え ＞ 
 
１ 透析医療機関  

 （１）災害対策委員会の設置 

① 管理者を委員長とする災害対策委員会を設置し、災害時の責任者及び指揮命令

系統、職員の連絡方法、診療体制等検討しておく。 

 

 （２）災害対策マニュアルの作成 

① 指揮命令系統の確立 

② 患者、災害透析基幹病院、茨城透析医災害対策連絡協議会、行政機関（管轄保

健所や市町村水道担当課等）との情報伝達手段の確立 

③ 情報収集・提供方法（ＥＭＩＳ及び日本透析医会災害時情報ネットワークへの

入力準備や防災訓練時の入力参加等） 

④ 患者搬送手段の確保 

⑤ 防災観点からの建物・設備の見直し 

⑥ 災害時の電気、水、燃料、医薬品・医療機器、食糧などの確保 

⑦ 防災訓練、防災教育 

 

 （３）緊急時の施設内連絡網の整備 

通常の連絡手段が使えないことを想定し「連絡がつかない場合は病院に参集す

る」「災害用伝言サービスを利用する」など決めておく。 

 

（４）災害透析基幹病院との連携 

災害時に透析が困難となった場合に備えて、管轄保健所区分の透析医療機関と患

者の受入れ調整の流れなどについて取り決めておく。 

 

 （５）災害時に備えた患者・家族への指導事項及び連絡体制の確保 

 ① 基本的に自助努力が原則である 

② 避難所等で透析患者であることを申し出る（透析患者カードの携帯など） 

③ 災害時の透析医療機関への連絡方法、通院等移動方法の検討 

④ 災害時、透析間隔があいてしまう場合の生活上の注意点など 

⑤ 腹膜透析（ＣＡＰＤ）患者への対応：月１、２回の通院以外は自宅で行うため、

患者の実状に応じて、通院時に患者指導をするほか、腹膜透析液などの物品を納

品する業者と情報交換し、物品の供給に支障を来さない体制をつくる。 

⑥ 透析医療機関における防災訓練、ＥＭＩＳ及び日本透析医会災害時情報ネット

ワーク入力訓練の実施 

⑦ 災害による水の供給不足を想定し、市町村水道担当課に災害時の給水対応の要

請の可能性や所要見込量を相談しておく。 

 

 



２ 茨城透析医災害対策連絡協議会 

（１）災害時の透析医療機関、災害透析基幹病院、行政機関との連絡方法の確認 

（２）地域ブロックごとの透析医療機関に対する災害研修及び対策会議の実施 

（３）ホームページでの情報伝達 

 

 

 

【平時のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災・危機管理課 

健康推進課 保健政策課 健康推進課 保 健 所 

【調査・報告】 

・井戸設置状況 

・貯水槽設置状況 

・災害時の透析コーディネーター（窓口） 

【周知】 

・市町村水道担当課連絡先の周知 

・市町村水道担当課との災害時給水対策調整促進 

透析施設 
・茨城透析医災害対策連絡協議会 

・災害透析基幹病院 

・日本透析医会災害時情報ネットワーク 

調査・周知 報告 連携 

透析患者 

・災害時の連絡方法 

・災害時透析患者カードの携帯 

・通院等移動方法の検討 

相談 指導・ 

教育 


